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１．研究の背景・目的・方法 

地域の自然や文化は災害と密接に結びついており、こ

れを科学的にわかりやすく伝えることは地域住民の防災

意識を高め、災害リスクの低減にもつながる。東日本大

震災のような自然災害で疲弊した地域経済を回復するに

は、行政・大学・民間を巻き込みながら新たなコミュニ

ティをベースにした組織で観光振興を図り、その活動に

地域住民の参加を促す仕組みを築くことが必要である。

その試みとして災害遺構を活かした減災教育や地質遺産

を巡るガイドツアー等で観光振興に取り組むジオパーク(1)

が、行政・大学・市民団体・民間企業等から成る推進協

議会により、日本各地で繰り広げられている。 

本研究では、被災地における被災体験の伝承や観光振

興を図るために災害遺構を観光資源化するプロセスと、

それを活かすジオパーク推進協議会の形成過程及び産官

学民の連携体制について明らかにすることを目的とする。

そして、専門的な研究教育機能を用いて復興まちづくり

に取り組む大学と地域社会の連携のあり方を提案する。 

調査対象は、島原半島ジオパークと洞爺湖有珠山ジオ

パーク(図 1・2)(2)とする。理由として両ジオパークの推

進協議会は、産官学民連携して災害遺構を活かした減災

教育に取り組みながら火山資源を活用した観光振興を図

り、博物館・自然散策路・ガイドツアー等を通して地域

経済の持続可能な発展に努めているからである。調査概

要として 2010 年から現地で行政資料 2)3)4)及び文献 5)6)7)を

収集し、ジオパークに携わる行政職員、学識経験者、民

間企業、市民団体の代表者(3)に聴き取りを行った。 

 

２．災害遺構の保存から観光資源化までのプロセス 

1990年 7 月に九州大学島原地震火山観測所(九州大学と

略す)は、雲仙火山のマグマの胎動を示唆する火山性微動

を検出し、11 月に群発地震を観測していた。そして、11

月に雲仙普賢岳が山頂から噴煙を上げた。1991 年 6 月に

大火砕流が発生し、島原市内の避難勧告区域に留まって

いた報道関係者・消防団員・警察官等 43 人が死亡・行方

不明となった。それは、前月に初めて火砕流が発生し、

九州大学から緊急情報を受け取った島原市が、避難勧告

区域を発令した後の惨事であった。その後、島原市は、

長崎県知事の強い要望と県から被災者支援の確約を取り

付けた上で水無川流域一帯を警戒区域に設定した。 

同年 9月に最大規模の火砕流が発生し、犠牲者は無かっ

たが、1882 年創立の伝統を持つ深江町立大野木場小学校

校舎を含む民家等 153棟が焼失した。その後、地域住民か

らこの地域の心の拠り所であった旧大野木場小学校被災

校舎(被災校舎と略す)を現地で保存してほしいという強

い要望があったので、深江町(現在、南島原市)は、「深江

町復興計画(1993 年 5 月)」に災害記念施設として整備す

る構想を盛り込んだ。しかし、既に公表されていた「水

無川砂防計画基本構想(1992 年 2 月)」で被災校舎の敷地
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図 1 島原半島ジオパークのエリア 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 洞爺湖有珠山ジオパークのエリア 9) 
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が砂防指定地に含まれていた。1994 年 8 月に深江町は、

砂防事業を管轄する建設省と長崎県へ被災校舎の現状保

存に関する要望書を提出し、陳情した。1996 年 5 月から

深江町は、九州大学・長崎大学関係者及び建設省と長崎

県の参画のもと検討委員会で協議した。1997 年 2 月に深

江町は、被災校舎の強度・耐久性と保存するための初期

整備(補修)費及び維持管理費を見積もるために調査を行

った。同年 3 月に検討委員会で被災校舎の保存目的・場

所・範囲・方法を示す基本方針をとりまとめた。建設省

による小学校用地を買収後、地方特定河川等環境整備事

業を用いて深江町が、被災校舎を保存する初期費用と維

持管理費を負担することとした。その後、建設省・長崎

県・深江町の間で覚書を締結し、1999 年 4 月に旧大野木

場小学校被災校舎が一般公開された(国土交通省

2001,pp.169-173)。 

その他に長崎県は、官民が一体となって「島原地域再

生行動計画(1997 年 3 月)」を策定した。その中には、砂

防指定地利活用推進事業（旧大野木場小学校被災校舎現

地保存構想）、土石流災害遺構保存公園整備事業、道の駅

整備事業が盛り込まれた。その後、長崎県と深江町は、

1992 年 8 月に発生した土石流で埋没した被災家屋を保存

する構想について住民へ説明したが、住民らは被災家屋

をそのまま保存することについて最初は反対した。しか

し、長崎県が私有地を買い上げることは、被災住民の生

活及び住宅を再建させる方法でもある(杉本 2012,p.171)

ことを理解してもらい、最終的には住民らの同意を得た。

1999年 4月には屋内で3棟(内 1棟移築)を永久保存し、屋

外で 8 棟計 11 棟の被災家屋が保存され、土石流被災家屋

保存公園を開設した。その隣には地元企業が「道の駅み

ずなし本陣ふかえ(火山学習館併設)」を開館した。 

一方、洞爺湖有珠山エリアでは、2000 年 3 月に有珠山

が西側山麓から噴火したが、すでに火山性群発地震を観

測していた北海道大学有珠火山観測所（北海道大学と略

す）が適切な火山観測情報を提供し、虻田町（現在、洞

爺湖町）が噴火前に地域住民へ避難勧告を出せたので死

者は無かった。同年 6月に洞爺湖温泉街の住民が、北海道

大学関係者を顧問とする「有珠山噴火再生住民の会(住民

の会と略す)」を結成した。7 月に避難勧告区域の一部解

除に伴い避難生活していた住民らが自宅に戻ると住民の

会は、復興まちづくりについて関係機関を交えて 11 月ま

で 30 回の勉強会とワークショップ(WS と略す)を開催した。

その過程で災害遺構を保存するために被災者にアンケー

トと虻田町長へ陳情し、災害遺構を活かしたエコミュー

ジアム構想を提案した。しかし、2001 年に北海道は、金

比羅山火口からの熱泥流で被害を受けたエリアの災害遺

構を撤去し、砂防指定地にする計画案を住民に提示した。 

そこで、火山災害の記憶となる遺構の保存を願う洞爺

湖温泉街の住民が、北海道大学や札幌国際大学関係者を

交えて同年 8 月までに計 8 回「560 万人の観光地づくりの

ワークショップ」を開催した。まず、住民らは、北海道

大学関係者による災害遺構保存の重要性を認識する講演

を行い、つぎに西山火口や金比羅山火口周辺を歩いて観

光資源を発見する WS を開催し、さらに砂防指定地の利活

用について災害遺構の保存で望ましい対象物と範囲を検

討し、最後に道庁・町役場の職員を交えて砂防指定地内

の遊歩道の位置と災害遺構の保存対象・範囲を確定させ

た(中鉢 2002,p50)。その結果、北海道は砂防指定地内で

一部の災害遺構（公営住宅 1棟・町営浴場・国道橋）を保

存し、2004 年に金比羅火口災害遺構散策路を開設した。

その後に発足した「有珠山ガイドの会」や「エコミュー

ジアム友の会」は、地元の小中学生や観光客に災害遺構

や資料館等を巡るガイドツアーをはじめた。 

その他にも北海道大学関係者は、有珠山山麓の安全性

を記したチラシを作成して観光業者と呼びかけ、やがて

洞爺湖温泉街にも観光客が戻ってきた。その頃火口から

白煙が出ており、観光客がホテル屋上からその様子を眺

めていた。これに気づいたホテルオーナーは、地元の観

光協会をはじめ建設業者や町役場職員と協力して立入規

表 1 災害遺構の概要と保存の契機・課題・対応（行政職員からの聴き取りにより筆者が作成した） 
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制が解除された西山火口周辺に JR 北海道から枕木の廃材

を安く譲り受けて休日に建設し、隆起して階段状になっ

た旧国道 230号線や、被災した製菓工場を見られる西山山

麓火口散策路を 2001 年 8 月に開設した。その後、半年間

で約 40 万人の観光客が訪れ、2002 年には約 57 万人に達

し、観光振興に貢献した(奥田 2003,p45)。 

以上のことから、島原半島では行動計画を策定して着

実に災害遺構の保存と整備を遂行する長崎県と深江町の

主導力とその働きが大きい。一方、洞爺湖有珠山エリア

では、行政職員を巻き込んで自発的に勉強会や WS を開い

た住民団体と協力した大学関係者、自分らで散策路を建

設した民間の実行力とその働きが大きい。ゆえに、災害

遺構の保存から観光資源化までのプロセスとして、まず、

住民団体が、大学関係者や行政職員と共に勉強会や WS で

災害遺構の保存に関する課題を整理し、共有すること。

つぎに、大学関係者が専門的な知見から災害遺構の保存

対象・範囲・方法・維持管理について助言すること。最

後に、災害遺構の保存と活用を記した基本方針と保存計

画について関係者間で合意を得ることが重要である。 

 

３．ジオパーク推進協議会の形成過程と連携体制 

図 3 は、3 時期(4)において推進協議会の特徴と産官学民

連携の変化をまとめたものである。まず、復興計画作成

期に島原半島では、長崎県が「火山観光化推進協議会」

を設立し、市町・商工会議所・観光協会・民間企業と産
．

官
．
連携して基本計画を策定した。一方、洞爺湖有珠山で

は、国と北海道が主導的に復興施策としてエコミュージ

アム構想を考案し、それを受けて 6市町村からなる「レイ

クトピア 21 推進協議会(LT21 推進協議会)」が、エコミュ

ージアム構想の基本計画と行動計画を策定する官
．
主導で

進められた。しかし、同時期に住民団体が、大学や行政

関係者と勉強会・WS でエコミュージアム構想の具体的な

イメージを提案し、内発的に民間が災害遺構の保存と散

策路の整備に参画し、観光事業に取り組んだ。 

つぎに、まちづくり期をみると長崎県は「平成新山フ

ィールドミュージアム構想推進会議(FM 推進会議)」を開

催し、国・県・市町からなる幹事会の下で大学・市民団

体・観光協会・民間企業が、産官学民
．．．．

連携して火山資源

の調査研究、学習会の開催、ガイドの養成、旅行商品の

企画等に参加した。一方、洞爺湖有珠山では、1 市 3 町が

新たな「洞爺湖周辺地域エコミュージアム推進協議会(EM

推進協議会)」を設立し、その中に大学関係者からなる委

員会を設け、官学
．．

連携して調査研究を行い、ジオサイト

の選定や災害遺構の価値を見出した。また、住民団体は、

観光協会や民間企業と連携して地元の小中学生や観光客

に災害遺構を案内し、減災教育と観光事業に参画した。 

最後に地域管理期になると、島原半島では 3市が新たな

「島原半島ジオパーク推進連絡協議会（GP 推進連絡協議

会）」を設立し、国・県・市・大学からなる幹事会の下で

市民団体・観光協会・民間企業が参加する産官学民
．．．．

連携

した組織の体制を整えた。一方、洞爺湖有珠山でも 1 市 3

町が新たに「洞爺湖有珠山ジオパーク推進協議会（GP 推

進協議会）」を設立し、国・道・市町からなる幹事会と並

んで、大学・住民団体・観光協会・民間企業の間で協働

して主体的に事業を企画・運営する合同委員会を設け、

産官学民の協働
．．

で活動する体制を築き上げた。 

図 4は、ジオパーク活動の視点から推進協議会を中心と

した各機関との連携体制を示したものである。調査研究

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 推進協議会の形成過程と産官学民の連携体制（GP 推進室からの聴き取りと行政資料 2）3)により筆者が作成した。） 
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については、両推進協議会とも大学から災害時の観測情

報や災害遺構の保存計画にその研究成果を役立てている。

保護保存では、国・道県・市町が公園や散策路に災害遺

構を保存し、それらを維持管理している。展示教育では、

民間企業はガイドツアーを行っている市民団体と連携し

て道の駅や資料館を活用してもらっている。 

以上のことから、復興まちづくりにおいて島原半島で

は産官
．．

連携で火山観光化推進協議会を設立したあと、FM

推進会議を経て GP 推進連絡会議では産官
．．

学民
．．

が連携する

仕組みを整えた。一方、洞爺湖有珠山地域では、官主導

で LT21 推進協議会が設立されたが、それと同時期に住民

団体が内発的に大学・観光協会・民間企業と連携したこ

とで、後の GP 推進協議会で産官
．．

学民
．．

の協働
．．

による主体的

な合同委員会へと発展できたと思われる。そして、両推

進協議会とも調査研究では大学、保護保存では行政、展

示教育では市民団体や民間企業が役割を担っている。 

 

４．まとめ 

被災地が抱える災害体験の伝承や観光振興の課題に対

し、専門的な研究教育機能を用いて取り組んでいく大学

と地域社会の連携のあり方として、以下のことが考えら

れる。まず、大学は、全学でエリア内の自然遺産と文化

遺産を調査研究し、ジオサイトのリストを作成する。つ

ぎに、行政と連携してジオサイトの初期整備費と維持管

理費を検討した上で、ジオサイトの保護上の課題や活用

方法を探る。そして、教育学部では、各ジオサイトの体

験学習プログラムを開発し、市民団体と連携して小中学

生向けに教育活動を行う。また、観光協会と共にガイド

養成講座を開催し、大学教員が講師に出向き、ジオツア

ーを担う人材を育成する。さらに、民間企業や市民団体

と連携して観光客向けの旅行商品を開発する。最後に、

大学はジオパーク推進協議会と包括的連携協定を締結し、

継続的に活動に協力する体制を築くべきである。 

謝辞 本研究を進めるにあたり大原一興先生（横浜国立

大学大学院教授）にご指導いただいた。ここに記して感

謝の意を表する。尚、本研究は日本学術振興会科学研究

費補助金基盤研究(C)24560756 の助成を受けたものである。 

註 (1)ｼﾞｵﾊﾟｰｸとは、地形・地質遺産の保全、教育、ｼﾞｵﾂｰﾘｽﾞﾑによ

る持続可能な開発を一体となって行う、ある地理的範囲をもった領

域のことである。（渡辺 2011,p.735） (2)島原半島は長崎県の有明海

に面し、総面積は459.51㎢で、そこに約15万人が暮らしている。半

島中心部の雲仙火山は複合火山で、日本で最初に指定された雲仙天

草国立公園がある。地域の基幹産業は農業と観光業で、年間延べ約

700 万人の観光客がこの地域を訪れる。一方、北海道の洞爺湖有珠山

は、北海道を代表する支笏・洞爺湖国立公園の風光明媚な景観を有

する地域にある。現在、ｼﾞｵﾊﾟｰｸｴﾘｱの総面積は約1,180㎢、そこに約

5 万 4 千人が暮らし、住民は農業や観光業で生計を立てている。主な

観光地の洞爺湖温泉や壮瞥温泉には年間700万人の観光客が訪れ、そ

の中には北海道の外からこのｴﾘｱへ移住する人も多い。 (3)聴き取り

先は、島原半島では 2010 年 11 月に島原半島ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進局・国土交

通省九州地方整備局雲仙復興事務所、2011 年 11 月に長崎県島原振興

局・南島原市企画振興部商工観光課・九州大学地震火山観測研究ｾﾝﾀ

ｰ・(株)みずなし本陣等である。一方、洞爺湖有珠山地域では2010年

5 月に壮瞥町総務課ｼﾞｵﾊﾟｰｸ推進室・洞爺湖町総務部企画防災課、

2011 年 5 月に北海道大学地震火山研究観測ｾﾝﾀｰ・そうべつｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ

友の会等である。 (4)時期区分について島原半島では「基本計画作

成期」が1990年噴火から噴火活動の終息宣言が発表されるまで、「ま

ちづくり期」が島原地域再生行動計画策定から平成新山がんばラン

ド連絡調整会議まで、「地域管理期」がGP推進連絡協議会設立以後で

ある。一方、洞爺湖有珠山では「基本計画作成期」が 2000 年噴火か

ら LT21 推進協議会解散まで、「まちづくり期」が EM 推進協議会設立

から解散まで、「地域管理期」が GP 推進協議会設立以後である。 
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図 4 GP 推進協議会と大学・行政・市民団体・民間企業との連携体制（GP 推進室からの聴き取りにより筆者が作成した。） 
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